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　65歳以上の人で自動車などの運転に不安を感じる、運転が困
難となったという人は、運転免許証を自主返納することができ

ます。

　４月１日から交通安全対策の一環として高齢者が温泉施設で

運転経歴証明書を提示すると利用料金の割引などの特典が受け

られますので、この機会にご検討してみてはいかがでしょうか。

　詳しくは、市役所本庁および各支所、警察署などに配置されて

いるチラシをご覧ください。

対象者　�市内に住所のある65歳以上の高齢者で、運転免許証を
自主返納し、運転経歴証明書の交付を受けた人。

●問い合わせ　市民課生活人権室

　　　　　　　☎53－2111（内線286）

■運転免許証の自主返納とは

　高齢などの理由により、今後、自動

車などを運転しないため運転免許証

を返したいという人が、申請により運

転免許証を取り消し（返納）する制度

です。

■運転経歴証明書とは
　自ら運転免許証の取り消しを申請し（運転免許証の自主返納）、全て
の免許を取り消した人（免許証の返納をした人）が、交付を申請するこ
とが出来る証明書のことです。身分証明書として使用できます。

・申請できる期間　　運転免許証返納後、５年以内
・費用　　交付手数料	 1,000円
　　　　　写真代	 800円
問い合わせ　村上警察署交通課（☎52－0110）

※	４月１日以降に村上警察署で運転免許証を自主返納して運転経歴証明書の交付申請する場合は、交通安
全協会の会員に限り交付手数料と写真代を村上地区交通安全協会が負担します

運転免許証の自主返納について考えてみませんか

（みほん）
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